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１【有価証券届出書の訂正届出書の提出理由】

2018年2月13日付をもって提出した有価証券届出書（以下「原届出書」といいます。）について、

繰上償還の手続きを開始することの決定に伴い、所要の変更等を行うため、本訂正届出書を提出す

るものです。

２【訂正の内容】

＜訂正前＞および＜訂正後＞に記載している下線部＿は訂正部分を示し、＜更新後＞に記載してい

る内容は原届出書の更新後の内容を示します。
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第一部【証券情報】

（７）【申込期間】

＜訂正前＞

平成30年 2月14日から平成31年 2月13日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

＜訂正後＞

平成30年 2月14日から平成31年 2月13日まで

※申込期間は、前記期間終了前に有価証券届出書を提出することによって更新される予定です。

※ファンドの繰上償還が決定した場合、取得の申込期間は平成31年１月９日まで、解約の申込期

間は平成31年２月６日までとし、平成31年２月14日をもって信託を終了する予定です。くわ

しくは（12）その他をご確認ください。

（１２）【その他】

＜更新後＞

〔信託終了（繰上償還）および重大な約款変更に係る書面決議基準日設定のお知らせ〕

　※以下の内容は、平成30年10月30日付の適時開示情報を基に記載したものです。

 

 

＜重大な約款変更の概要＞
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第二部【ファンド情報】

第２【管理及び運営】

３【資産管理等の概要】

（３）【信託期間】

＜訂正前＞

無期限（平成23年11月29日設定）

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

＜訂正後＞

無期限（平成23年11月29日設定）

※繰上償還が決定した場合、平成31年2月14日まで（平成23年11月29日設定）となります。

ただし、後記「ファンドの償還条件等」の規定によりファンドを償還させることがあります。

 

４【受益者の権利等】

＜更新後＞

受益者の有する主な権利は以下の通りです。

（１）収益分配金に対する受領権

名義登録受益者は、収益分配金を持ち分に応じて受領する権利を有します。受益者は、原則と

して、受益権上場取引所の会員（口座管理機関であるものに限ります。以下同じ。）を経由し

て受益者名簿に名義登録することを請求することができます。

ただし、名義登録受益者が、収益分配金について支払開始日から５年間その支払いの請求を行

わない場合はその権利を失い、その金銭は、委託会社に帰属します。

 

（２）償還金に対する受領権

受益者
＊
は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

＊　信託終了日の３営業日前の時点において振替機関等の振替口座簿に記載又は記録されてい

る受益者を、信託終了日現在の受益者とみなします。以下「償還時受益者」といいます。

償還金は、信託終了日後40日以内の委託会社の指定する日から、原則として、償還時受益者に

対して、受託会社または受益権上場取引所の会員（口座管理機関であるものに限ります。）等

から支払います。ただし、当該受益者が、償還金について支払開始日から10年間その支払いの

請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。

 

※繰上償還が決定した場合、平成31年2月12日以降は、以下の内容に変更となる予定です。

受益者
＊
は、償還金を持ち分に応じて受領する権利を有します。

＊　受益者名簿に名義登録されている者を信託終了日現在における受益者（以下「信託終了時

受益者」といいます。）として、信託終了時受益者に、信託終了時の信託財産の純資産総

額に相当する金銭を支払うことにより行います。なお、信託終了時受益者は、その口座が

開設されている振替機関等に対して委託者がこの信託の償還をするのと引換えに、当該償

還に係る受益権の口数と同口数の抹消の申請を行うものとし、社振法の規定にしたがい当
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該振替機関等の口座において当該口数の減少の記載または記録が行われます。

　　信託終了時受益者に交付する金銭の額は、信託終了時の基準価額（信託終了時の純資産総

額を受益権総口数で除した額をいいます。）に、当該信託終了時受益者に属する受権の口

数を乗じた額とします。なお、この場合における税法上の元本の額は、受益権1口あた

り、信託の終了時においてこの信託に信託されている金額を受益権の総口数で除した額と

します。

償還金は、原則として、受託会社が、信託終了後40日以内の委託会社の指定する日から信託終

了時受益者に対して支払います。信託終了時受益者は、受託会社から送付される領収証をゆう

ちょ銀行に持ち込む方式または受託会社から振り込まれる預金口座等をあらかじめ指定する方

式等により償還金を受領することができます。ただし、当該受益者が、償還金について支払開

始日から10年間その支払いの請求を行わない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰

属します。

 

（３）換金（解約）請求権

受益者は、自己に帰属する受益権につき、換金（解約）請求する権利を有します。

くわしくは「第２　管理及び運営　２　換金（解約）手続等」を参照してください。

 

（４）買取請求権

受益者は、すべての受益権上場取引所において上場廃止となった場合には、信託終了日の３営業

日前までに、販売会社に対してその受益権を買取る旨を請求することができます。

 

（５）帳簿書類閲覧権

受益者は、委託会社に対し、その営業時間内にファンドの信託財産に関する帳簿書類の閲覧を請

求することができます。
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第三部【委託会社等の情報】

第１【委託会社等の概況】

１【委託会社等の概況】

＜更新後＞

（１）資本金の額等

2018年5月末現在、資本金は2,000百万円です。なお、発行可能株式総数は400,000株であり、

211,581株を発行済です。最近５年間における資本金の額の増減はありません。

 

（２）委託会社の機構

・会社の意思決定機構

業務執行の基本方針を決定し、取締役の職務の執行を監督する機関として、取締役会を設置し

ます。取締役の選任は、総株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席する株主総会にて

その議決権の過半数をもって行い、累積投票によらないものとします。また、取締役会で決定

した基本方針に基づき、経営管理全般に関する執行方針その他重要な事項を協議・決定する機

関として、経営会議を設置します。

 

・投資運用の意思決定機構

①投資環境見通しの策定

投資環境会議において、国内外の経済・金融情報および各国証券市場等の調査・分析に基づ

いた投資環境見通しを策定します。

②運用戦略の決定

運用戦略委員会において、①で策定された投資環境見通しに沿って運用戦略を決定します。

③運用計画の決定

②で決定された運用戦略に基づいて、各運用部はファンド毎の運用計画を決定します。

④ポートフォリオの構築

各運用部の担当ファンドマネジャーは、運用部から独立したトレーディング部に売買実行の

指示をします。トレーディング部は、事前のチェックを行ったうえで、最良執行をめざして

売買の執行を行います。

⑤投資行動のモニタリング１

運用部門は、投資行動がファンドコンセプトおよびファンド毎に定めた運用計画に沿ってい

るかどうかの自律的なチェックを行い、逸脱がある場合は速やかな是正を指示します。

⑥投資行動のモニタリング２

運用部から独立した管理担当部署は、運用に関するパフォーマンス測定、リスク管理および

法令・信託約款などの遵守状況等のモニタリングを実施します。この結果は、運用管理委員

会等を通じて運用部門にフィードバックされ、必要に応じて是正を指示します。

⑦ファンドに関係する法人等の管理

受託会社等、ファンドの運営に関係する法人については、その業務に関する委託会社の管理

担当部署が、体制、業務執行能力、信用力等のモニタリング・評価を実施します。この結果

は、リスク管理委員会等を通じて委託会社の経営陣に報告され、必要に応じて是正が指示さ

れます。

⑧運用・管理に関する監督

内部監査担当部署は、運用、管理等に関する委託会社の業務全般についてその健全性・適切

性を担保するために、リスク管理、内部統制、ガバナンス・プロセスの適切性・有効性を検

証・評価します。その評価結果は問題点の改善方法の提言等も含めて委託会社の経営陣に報

告される、内部監査態勢が構築されています。

 

ファンドの運用体制等は、今後変更される可能性があります。

EDINET提出書類

三菱ＵＦＪ国際投信株式会社(E11518)

訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）

10/11



２【事業の内容及び営業の概況】

＜更新後＞

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信

託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用（投資運用

業）等を行っています。また「金融商品取引法」に定める第二種金融商品取引業および投資助言業

務を行っています。

2018年 5月31日現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。（親投資信託を

除きます。）

 

 

 

商品分類
本　数 純資産総額

（本） （百万円）

追加型株式投資信託 873 12,276,929

追加型公社債投資信託 16 1,273,683

単位型株式投資信託 58 284,760

単位型公社債投資信託 1 6,001

合　計 948 13,841,372

 

なお、純資産総額の金額については、百万円未満の端数を四捨五入して記載しておりますので、表

中の個々の数字の合計と合計欄の数字とは一致しないことがあります。

第２【その他の関係法人の概況】

３【資本関係】

＜訂正前＞

該当ありません。（平成30年5月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株

比率が３％以上のものを記載しています。

＜訂正後＞

該当ありません。（2018年5月末現在）

（注）関係法人が所有する委託会社の株式または委託会社が所有する関係法人の株式のうち、持株

比率が３％以上のものを記載しています。
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